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アセアン各国概要アセアン各国概要
国土面積 人口 名目GDP 一人当たり名目GDP

（千平方キロ） (百万人） （十億米ドル） （千米ドル）（千平方キロ） (百万人） （十億米ドル） （千米ドル）

ブルネイ 5.8 0.4 11 25.4 
カンボジア 181 0 13 9 11 0 8カンボジア 181.0 13.9 11 0.8 
インドネシア 1,919.4 231.6 539 2.3 
ラオス 236.8 6.4 6 0.9 
マレイシア 330 3 27 8 191 7 0マレイシア 330.3 27.8 191 7.0 
ミャンマー 676.6 60.0 28 0.6 
フィリピン 299.8 92.2 161 1.7 
シンガポール 0 7 4 8 177 36 4シンガポ ル 0.7 4.8 177 36.4 
タイ 513.1 67.0 264 3.9 
ベトナム 331.7 87.2 92 1.1 

アセアン 4,495.2 591.3 1,480 2.5 
（総計） （平均）

日本 377.9 127.6 5,068 39.7日本 377.9 127.6 5,068 39.7
（２００９年、

ﾏﾚｲｼｱを除き推定値）
（２００９年、

灰色は推定値）
（２００９年、

灰色は推定値）
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アセアンセンター概要アセアンセンタ 概要

 ｾ 加盟国と日本により設立（ 年）ｱｾｱﾝ加盟国と日本により設立（１９８１年）

当初はｱｾｱﾝ原加盟国５カ国 現在は当初はｱｾｱﾝ原加盟国５カ国、現在は

１０カ国と日本

目的は、日本への輸出の促進、ｱｾｱﾝ諸国

間との投資（含技術移転）と観光の促進

東京に事務所、職員数３０名余り、事業

規模約３億円規模約３億円
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投資部の活動
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投資部の活動について投資部の活動に て
（実績は２０１０年度）

投資セミナー（9カ国、3地域、1分野、

延べ30回・約３９００人）延べ30回 約３９００人）

投資促進ミッション（４カ国、４ミッション）

産業把握プログラム（５カ国、１地域、

９件）９件）

各種情報提供（投資ガイド、工業団地各種情報提供（投資 、 業団

マップ、セミナー資料、メールマガジン

等）等）
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メコン地域経済回廊セミナーメ ン地域経済回廊セミナ
（２０１０年８月１１日）

カンボジア ラオス ミャンマ タイカンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、

ベトナム：４２００kmに沿って人口２．３億

人（除く中国）

東西・南北・南部の各経済回廊の状況

本 通 続き日本ＯＤＡによるインフラ開発と、通関手続き

・制度やITシステム等ソフト面の重要性制度やITシステム等ソフト面の重要性

ﾀｲ・ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ・ﾍﾞﾄﾅﾑが最速１日以内の可能性
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ASEAN投資担当官ワークショップ
（２０11年３月１４～１６日）

ASEAN各国の投資促進担当官を対象

日本・ＡＳＥＡＮ間の貿易及び投資の現状と課題、

各国比較など各国比較など

各種ＥＰＡの概要各種ＥＰＡの概要、

その発効と課題

ASEAN各国の投資誘致

制度を巡る意見交換制度を巡る意見交換
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フィリピン投資環境視察ミッション
（２０１１年３月７～１２日）

訪問地域：マニラ、クラーク、ダバオ

BOI、PEZA、ｸﾗｰｸ開発公社、ﾐﾝﾀﾞﾅｵ経済発展

委員会委員会

現地系企業（印刷、出版、ｱﾆﾒ、情報産業協会等）現地系企業（印刷、出版、ｱ ﾒ、情報産業協会等）

日系企業（住宅ﾘﾌｫｰﾑ、冷凍

食品、太陽光発電部品、OA

機器部品、プラスチック成型機器部品、 ラ チック成型

部品、工業団地等）

大学
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フィリピン投資環境視察ミッション
（２０１１年３月７～１２日）

JPEPA、手続き簡素化の

努力、PPP（倉庫､ｻｲﾛ、

ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝ 漁港なども）ｺ ﾙﾄ ﾁｪ ﾝ、漁港なども）、

IPP（BPO、建設資材、青果

加 海産物 家具 繊維製加工品、海産物、家具、繊維製品、

食器・雑貨、自動車部品、化学品等）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ知識労働者、外資に

優 政策 ﾟ優しい政策、24ｈ‐7daysﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ

ｼｮｯﾌﾟ、ISO9001
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フィリピン投資環境視察ミッション
（２０１１年３月７～１２日）
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投資部のＨＰ・刊行物投資部のＨＰ 刊行物

工業団地マップや

ミッション報告、

セミナー資料集などセミナー資料集など

投資ガイドブック投資ガイドブック
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アセアンの魅力と各国比較
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アセアン進出の魅力アセアン進出の魅力
長年にわたる友好・協力関係

日本からの投資の蓄積

日本企業・製品、日本人に対する信頼

共同体設立に向けての市場統合努力

道路や港湾などインフラ整備の進展

地域間競争 激化と企業誘致 強化地域間競争の激化と企業誘致の強化

印 中 中東への拠点印・中・中東への拠点
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アセアンの動きアセアンの動き
２０１５年にアセアン共同体（「経済」「政治・

安全保障」「社会・文化」）

ビ物品、サービス、投資、熟練労働者の自由な

移動と資本のより自由な移動 ； 単一市場と移動と資本のより自由な移動 ； 単 市場と

単一生産基地

しかし、サービスの貿易と投資では自由化の

内容が不透明（外資比率は原則上限 ）内容が不透明（外資比率は原則上限７０％）

ＡＪＣＥＰなどＡＪＣＥＰなど
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各国比較（メリット）

Ｂ： 天然資源、自然災害なし
Ｃ 安価な労働力 観光資源 安定した政治Ｃ： 安価な労働力、観光資源、安定した政治
Ｉ： 内需、豊富・安価な労働力、ODA累積
Ｌ： 安価な労働力、天然資源
Ｍｙ： 整ったインフラ、安定した政治、投資実績
Ｍｍ：安価な労働力、天然資源
Ｐ： 技術者・管理職も安価、英語、明るい技術者 管 職 安価、英語、明
Ｓ： 安定した政治経済、ｱｾｱﾝのハブ
Ｔ： 透明な制度、裾野産業、投資実績Ｔ： 透明な制度、裾野産業、投資実績
Ｖ： 若い人口、安価な労働力
その他：多くの国で特に親日的その他：多くの国で特に親日的
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どの国にもデメリットどの国にもデメリット
（いくつかはあてはまる）

上昇する人件費 労働力不足上昇する人件費・労働力不足

マネージャクラスの不足・高賃金マネージャクラスの不足・高賃金

脆弱な交通・物流インフラ脆弱な交通 物流インフラ

電力事情

不安定な政治や突然の政策変更

不透明な制度…
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人件費の比較（当センター調査より）1/4人件費の比較（当センタ 調査より）1/4

Ｃ 労働者110米$/月（A社）; 90（B社）
<2008年10月><2008年10月>

Ｉ 労働者70万Rp/月, 管理職130万, 現地人

トップ170万（A社）; 最低賃金115万（B社）;

最低賃金120万（C社） 高卒正社員110万最低賃金120万（C社）; 高卒正社員110万, 

大卒正社員 150‐180万（D社）卒 社員 社
<2010年2月>

20



人件費の比較（当センター調査より）2/4人件費の比較（当センタ 調査より）2/4

Ｌ 大卒管理職400米$/月（A社）; 労働者30

（B社） 最低賃金(含食費)5千円/月（B社）; 最低賃金(含食費)5千円/月, 

平均賃金(含福利厚生)1.2‐1.3万円（C社）( )
<2008年11月>

Ｍ 労働者(含食費 ﾊﾞｽ)45米$/月（A社）Ｍｍ 労働者(含食費､ﾊ ｽ)45米$/月（A社）;

3.5‐7万ﾁｬｯﾄ$/月+ﾎﾞｰﾅｽ（B社）;/ ;

新人40‐45$/月（C社）
<2010年8月><2010年8月>
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人件費の比較（当センター調査より）3/4人件費の比較（当センタ 調査より）3/4

Ｐ ３５０ペソ/日（含む福利厚生）（A社） ; １ ５万Ｐ ３５０ペソ/日（含む福利厚生）（A社） ; １．５万

/月（ 含諸手当・年功賃金）（B社）; ２万/月

（事務職経験者）、マネジャー５万/月（C社）;

１ ２万/月（高卒レベルＣＧ要員）（D社）１．２万/月（高卒レベルＣＧ要員）（D社）;

２５万円/月（コンピュータ技術者）（E社） <本年3月>

Ｔ 高卒新人１万B/月（含福利厚生・残業）

（A社）; 労働者１．２万（含福利厚生・残業）

（B社）; 労働者１万（含福利厚生・残業）（C社）;（B社）; 労働者１万（含福利厚生 残業）（C社）;
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人件費の比較（当センター調査より）4/4人件費の比較（当センタ 調査より）4/4

労働者１９０B/日（最賃）より少し上（D社）;労働者１９０B/日（最賃）より少し上（D社）;

派遣労働者6‐8千B/月（E社）; 労働者6千B/月

（含手当）、大卒1‐2万B/月（F社）;

労働者1 2 1 5万円/月（G社） 本年 月労働者1.2‐1.5万円/月（G社） <本年1月>

V 新人(含住宅・交通・皆勤)180万ﾄﾞﾝ/月（A社）;V 新人(含住宅 交通 皆勤)180万ﾄ ﾝ/月（A社）;

臨時工100$/月強, 一般125+諸手当,班長・

ﾏﾈｼﾞｬｰ250‐450 （B社）;

労働者170‐200（C社） <2010年8月>労働者170‐200（C社） <2010年8月>
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日本からアセアンと中国への直接投資額日本からアセアンと中国 の直接投資額

（ASEAN、中国:百万ドル） （世界：百万ドル）
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各国投資制度各国投資制度

（主な特徴を抜粋したもので、正確性は保証しません）（ な特徴を抜粋 も 、 確性 保証 ま ）
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各国の投資優遇制度 ブルネイ各国 投資優遇制度 ネイ

個人所得税なし 輸出税なし 販売税なし個人所得税なし、輸出税なし、販売税なし、

給与税なし、キャピタルゲイン税なし…

法人所得税23.5％

企業は、パイオニア・ステイタス（申請による。

業用化学品 繊維 家具 木材 電気工業用化学品、繊維、家具、木材、電気

産業、IT関連サービス、農業技術関連産業、IT関連サ ビス、農業技術関連

サービスなど公益に適い産業規模が大きく

な 産業 得税免除 などない産業）により法人所得税免除 など
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各国の投資優遇制度 カンボジア各国 投資優遇制度

優遇措置ない場合は 商業省への会社登録優遇措置ない場合は、商業省への会社登録

のみで投資活動が可能

適格投資プロジェクト（QIP）には、案件ごとに

法人税免税もしくは割増償却、輸出税の免税

などなど

経済特別区（SEZ）が２１認可されており、経済特別区（SEZ）が２１認可されており、

すべての業種で付加価値税が免税

などなど
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各国の投資優遇制度 インドネシア各国 投資優遇制度 イ ドネ

ネガティブリストによる外資規制：零細・中小ネガティ リ ト よる外資規制 零細 中小

企業のための留保（旅行代理店・二輪車ﾒﾝﾃ

ﾅ 等） ﾟ ﾄﾅ ｼ ﾟ（ ﾀ 加 業 自動車ﾅﾝｽ等）、ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ（ﾗﾀﾝ加工業・自動車

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ等）、外資比率規制（運送関係・ｺﾝﾎ ﾈﾝﾄ等）、外資比率規制（運送関係

車両ﾒﾝﾃﾅﾝｽ等） など

観光・運輸・公共医療・建設などには輸入税

の免税の免税

ＢＢＫ（ﾊﾞﾀﾑ ﾋﾞﾝﾀﾝ ｶﾘﾑﾝ各島）にＦＴＺ などＢＢＫ（ﾊ ﾀﾑ、ﾋ ﾝﾀﾝ、ｶﾘﾑﾝ各島）にＦＴＺ など
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各国の投資優遇制度 ラオス各国 投資優遇制度 ラ

全国を３つの地域と業種に分け 法人所得税全国を３つの地域と業種に分け、法人所得税

免除期間などに段階をつけて優遇（教育・

ヘルスケア産業などは特に優遇）

経済特区や特定経済区も経済特区や特定経済区も

 部業種については 別途政府と要交渉一部業種については、別途政府と要交渉

大型案件については、外国人の土地取得も大型案件については、外国人の土地取得も

可能となった など
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各国の投資優遇制度 マレイシア各国 投資優遇制度 イ

製造業全般について 法人税免除もしくは製造業全般について、法人税免除もしくは

投資税額控除が、指定された投資奨励地域

への移転、ﾊｲﾃｸ性（奨励ﾘｽﾄ）、国家としての

戦略性などに応じて 付与戦略性などに応じて、付与

その他 ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 観光産業 医療機器その他、ﾊ ｲｵﾃｸﾉﾛｼ 、観光産業、医療機器

産業、経営統括本部、国際調達センター

（IPC）など重点産業・分野について、個別に

優遇措置 など優遇措置 など
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各国の投資優遇制度 ミャンマー各国 投資優遇制度 ミャ

外国投資法の適用を受ける場合には、投資

委員会（ ）の投資許可を受けた上委員会（ＭＩＣ）の投資許可を受けた上で、

国家計画経済開発省の営業許可を受けると、国家計画経済開発省の営業許可を受けると、

税制上の優遇や国営化されない保証（国営

があ あ企業がある１２分野には制限あり。ホテル、

観光、金融は別途許認可必要）観光、金融は別途許認可必要）

外国投資法の適用受けない場合は、営業国投資法 受 場 、営

許可のみ（最低資本金は上記より小さい）

委託加工制度（CMPと呼ばれる）に特徴 など
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各国の投資優遇制度 フィリピン各国の投資優遇制度 フィリ ン

投資委員会（ＢＯＩ）や経済区庁（ＰＥＺＡ）など投資委員会（ＢＯＩ）や経済区庁（ＰＥＺＡ）など

誘致機関により異なる制度で優遇

外資比率、地域や内外需の別、分野など

により異なる優遇条件

その他 と関連サ ビ は投資自由でその他、ＩＴと関連サービスは投資自由で、

政府がサイバー回廊整備や人材育成に力を政府がサイ 回廊整備や人材育成に力を

入れる

などなど
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各国の投資優遇制度シンガポール各国 投資優遇制度

企業の効率性向上、能力増強、ビジネス企業の効率性向 、能力増強、 ジネ

チャンスの発掘を支援する各種ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

財務面の奨励策として、製品・ﾌﾟﾛｾｽ等の

技術革新や研究開発ｾﾝﾀ 設立への助成等技術革新や研究開発ｾﾝﾀｰ設立への助成等

税制優遇措置として 製造業やサービス業の税制優遇措置として、製造業やサ ビス業の

適格事業活動、国際統括本部等に対する

事業収益の免税等

などなど
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各国の投資優遇制度 タイ各国の投資優遇制度 タイ

全国を３つの地域に分け 法人所得税の全国を３つの地域に分け、法人所得税の

免除、機械輸入税の免除などに段階を

つけて優遇

 上 付加価値 負債制限など 条件２０％以上の付加価値、負債制限などの条件

その他 地域事業本部（ＲＯＨ） 国際調達その他、地域事業本部（ＲＯＨ）、国際調達

事務所（ＩＰＯ）など特定サービス事業で

外国人土地所有などに関し優遇

などなど
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各国の投資優遇制度 ベトナム各国 投資優遇制度 ト

投資内容により 首相承認案件 工業団地・投資内容により、首相承認案件、工業団地

輸出加工区・ﾊｲﾃｸ団地・経済区管理

委員会、省人民委員会案件の3ｶﾃｺﾞﾘｰ

法人税率や免税期間は地域や分野 より法人税率や免税期間は地域や分野により

異なる（例えば、一部ﾊｲﾃｸﾊﾟｰｸへのIT関連異なる（例えば、 部ﾊｲﾃｸﾊ ｸ のIT関連

投資は４年間法人所得税免除等）

WTO加盟により、2009年から輸出入及び

流通は外資１００％可 など流通は外資１００％可 など
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どの国に投資すべきかどの国に投資すべきか
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FAQ：どの国に投資すべきか？FAQ：どの国に投資すべきか？

どの国がよいかということではなく、

事業モデル 企業戦略により事業モデル、企業戦略により、

アセアンの各国とも

魅力的な投資先になり得る！

（ｅｘ． 輸出基地（低賃金、地理）、

市場（新中間層の大きさ）、

天然資源活用、ｱｾｱﾝ内のノウハウ移転、

ｱｾｱﾝでの相互補完、

相手国政府の政策、日本語or英語？・・・）
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ご清聴有難うございました

http://www asean or jp/ja/invest/http://www.asean.or.jp/ja/invest/

03‐5402‐8006
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